
令和 7年 11 月 28日 

 

介護老人福祉施設（ユニット型）重要事項説明書 
 

１ 事業所の概要 

（１）施設名及び介護保険事業の種別 

施  設  名  特別養護老人ホーム佐倉白翠園ユニット型 施設長名 安 宅  香 織 

所  在  地  千葉県佐倉市岩名１０１１番地 

事 業 種 別  介護老人福祉施設（介護保険指定番号：千葉県１２７１７０２０２７） 

 

（２）職員体制 

職種 資格 
常勤・非常勤の別 

計 主な業務内容 
常勤 非常勤 

管理者 

（従来型兼務） 
社会福祉主事 １名（０）  １名（０） 施設業務の統括。 

医師 医師  ２名（１） ２名（１） 
入居者の診療、健康管理

及び療養上の指導。 

生活相談員 社会福祉士 １名（１）  １名（１） 

入居者の入退居等の手

続き、処遇、苦情や生活

相談及び身上調査に関

する業務。 

栄養士 

（従来型兼務） 
管理栄養士 １名（０）  １名（０） 

栄養マネジメント及び

栄養、献立に関する総合

管理。 

介護支援専門員 介護支援専門員 ３名（３）  ３名（３） 
施設サービス計画の作成及

び実施に関する業務。 

事務員 

（従来型兼務） 
 ３名（０） １名（０） ４名（０） 庶務及び会計業務。 

看護職員 

（従来型兼務） 

看護師 ５名（１） ７名（０） １２名（１） 入居者の看護、診療の補

助及び保健衛生業務。 
准看護師  １名（０） １名（０） 

機能訓練指導員 

（従来型兼務） 
看護師  １名（０） １名（０） 

日常生活を営むのに必要な

機能の改善、またはその減

退を防止する為の訓練の実

施及び記録に関する業務。 

介護職員 

介護福祉士 １１名（５） ５名（０） １６名（５） 

入居者の日常生活の介

護及び援助業務。 

介護支援専門員 ３名（３）  ３名（３） 

介護職員初任者研修課程 

・実務者研修修了者  
 ２名（０） ２名（０） 

その他  ７名（１） ７名（１） 

 ※ （ ）内は、男性再掲      

                 



（３）居室及び設備の概要 

定  員 
特別養護老人ホーム（ユニット型）：５０名 

５ユニット（１ユニット１０名） 

居
室 

個     室 ５０室 
看 護 職 員 室 １室 共 同 生 活 室 5室 

介 護 職 員 室 ２室 相  談  室 1室 

浴
室 

昇降ユニット個浴室 ３室 機能回復訓練室 １室 会  議  室 1室 

特 別 浴 室 １室 洗  濯  室 ２室  

 

２ サービス内容 

（１）施設サービス計画の立案 

   ① 入居者の自立支援・個性を尊重したサービス計画を作成いたします。 

② 医師の指示に基づき、入居者や家族の希望を十分考慮した上で、必要時には経口 

移行計画、経口維持計画、看取り介護に関する計画、褥瘡対策に関する計画、排せ 

つ支援計画等を作成いたします。 

③ 日課、週間予定、年間行事予定等施設全体の事業計画と調整を図ります。 

 

 （２）食事 

   ① キザミ食等、入居者の身体状況に合わせた形態で提供いたします。 

   ② 時間帯は、原則として次のとおりといたします。 

朝食 ： ７時３０分 ～ 

昼食 ： １２時００分 ～  

夕食 ： １８時００分 ～ 

   ③ 場所は、原則として共同生活室（リビング）とさせていただきます。 

   ④ 通常メニューの他にオーダー食、出前食を実施いたします。ご利用の場合は実費

負担となります。 

    

 （３）入浴 

   ① 原則として、週２回実施いたします。 

   ② 特殊浴及び昇降ユニット個浴で、入居者の身体状況に合わせて実施いたします。 

 

 （４）介護 

   ① サービス計画に基づき、入居者のニーズを尊重した介護を提供いたします。 

     [主な介護の内容] 

      着替え、排泄、入浴、移動等の介助、オムツ交換、体位交換、シーツ交換等。 

   ② 介護サービスの実施記録を作成いたします。 

   ③ 緊急やむを得ない場合を除き入居者の身体的拘束及びその他行動を制限する行為 

    を行いません。 

   ④ 前項の身体的拘束等を行う場合には、その際の様子、時間、心身の状況及び緊急 

    やむを得ない理由を記録します。 

   ⑤ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備し、身体的拘束等適正化検討委員会の

開催等にて拘束等の適正化を図ります。  

   ⑥ 身体的な苦痛及び人格を辱める等の虐待を行いません。 

   ⑦ 人権の擁護、虐待防止等に関する責任者の選定及び指針等必要な体制を整備し、

虐待防止委員会の開催等にて虐待の防止を図ります。 

  

（５）機能訓練 

    機能レベルに応じ、グループを主体として実施いたします。 

 

 



 （６）生活相談 

    原則として、月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで、生活相談員が対応い 

たします。 

 

（７）レクリエーション 

   ① クラブ活動、行事活動等の各種のレクリエーション活動を行います。内容により、 

原材料費を負担していただく場合があります。 

   ② 宿泊旅行等の特別企画については、有料となりますので、事前に別途協議とさせ 

ていただきます。 

 

 （８）健康管理 

   ① 原則として、毎日、看護職員が健康相談に応じます。 

   ② 原則として、週に一度、嘱託医が診察いたします。 

   ③ 年２回以上の健康診断を行います。 

   ④ 軽度の負傷または疾病は、原則として施設内で治療を行います。 

   ⑤ 専門医の診察を必要とする場合、重度の負傷または疾病の場合、緊急を要する場 

合については、特に指定がなければ、当施設の協力医療機関または状態により当施 

設が選択した医療機関での受診となります。 

   ⑥ 受診先について特に指定がある場合は、予めお申し出ください。ただし、遠方等

の理由により、当施設では送迎・付き添いの協力ができない場合があります。 

   ⑦ 嘱託医の指示により、療養食を提供することができます。 

    

 （９）理美容サービス 

     外部業者による理美容サービス（散髪、マッサージ等）を利用する場合は、別途

料金がかかります。 

 

 （１０）所持品管理 

   ① 日用品及び衣類等、日常生活に必要な物品をお預かりして管理いたします。 

   ② 当施設入居上必要な保険証や証書類、印鑑、預貯金通帳及び貴重品その他の特定

品の管理は、「委任状」を発行して管理（以下、「預託管理」という。）させていた

だきます。管理の方法や料金については別途協議とさせていただきます。 

 

 （１１）行政手続代行 

   ① 要介護認定の更新申請等、当施設入居に必要な軽微な行政手続きについては、施

設にて代行いたします。 

   ② 専門的または複雑な手続きの対応や料金については、別途協議とさせていただき

ます。 

 

 （１２）日常生活費用支払代行 

① 買物注文や理美容料金の支払い等、当施設入居上発生する軽微な日常生活費用の

支払い代行をいたします。その精算方法については、３利用料金（６）支払方法①

によるものとします。 

   ② 高額または対応困難と思われる費用の支払代行や料金については、別途協議とさ 

せていただきます。 

 

 （１３）送迎サービス 

   ① 近隣の医療機関を受診する場合等の送迎サービスを行います。 

   ② 遠方の場合の料金やご家族の協力が必要な場合の依頼等については、別途協議と 

させていただきます。 

 



３ 利用料金 

（１）介護保険給付対象サービス 

① 地域区分単価 １０．４５円／単位 

② 介護サービス費 

（法定代理受領サービスである場合の厚生労働大臣が定める基準額の１割～３割負担分） 

介 護 度 サ ー ビ ス 単 位 

要 支 援 利 用 不 可 

要介護度１ ６ ７ ０ 単 位 

要介護度２ ７ ４ ０ 単 位 

要介護度３ ８ １ ５ 単 位 

要介護度４ ８ ８ ６ 単 位 

要介護度５ ９ ５ ５ 単 位 

    

③ 加算料金 

加 算 サービス単位 内  容 

福祉施設初期加算  ３０単位／日 
入居後３０日間及び３０日以上入院し、施設復帰され

た場合 

福祉施設外泊時費用 ２４６単位／日 
入居期間中に入院又はご自宅に外泊された場合（１ヶ

月６日間を限度） 

安全対策体制加算 ２０単位／回 
研修を受けた担当者が配置され、施設内で安全対策を

実施する体制が整備されている場合（１回を限度） 

看護体制加算 

Ⅰ）   ４単位／日 常勤の看護職員を配置している場合 

Ⅱ）   ８単位／日 
最低基準の職員配置に１名以上加えた看護職員数を配

置し、２４時間の連絡体制等を確保している場合 

夜勤職員配置加算 

Ⅱ）  ２７単位／日 

夜間帯（１７：００～９：００）に介護職員及び看護職

員を平均して、４名以上（見守り機器等を一定数設置し

ている場合は０.１～０.４人分とする）配置している場合 

Ⅳ）  ３３単位／日 
上記（Ⅱ）に加えて、夜間帯を通じて医療行為（痰の

吸引等）の実施ができる介護職員を配置している場合 

日常生活継続支援加算 ４６単位／日 

介護福祉士を一定数配置し前６ヶ月間又は前１２ヶ月間

における新規入居者の総数のうち以下に該当する場合 

・要介護度４・５の者の占める割合が７０％以上 

・日常生活に支障を来す症状や行動がある認知症の者の

占める割合が６５％以上 

・医療行為（痰の吸引等）を必要とする者の占める割合

が１５%以上 

科学的介護推進体制加算 

Ⅰ）  ４０単位／月 

心身の状況（ＡＤＬ値、栄養状態等）等の基本的情報を

厚生労働省に提出し、フィードバックされた情報を適切

かつ有効に提供する為に必要な情報を活用している場合 

Ⅱ）  ５０単位／月 

Ⅰ）に加えて疾病の状況等の情報を厚生労働省に提出

し、フィードバックされた情報を適切かつ有効に提供

する為に必要な情報を活用している場合 



褥瘡マネジメント加算 

Ⅰ）   ３単位／月 

褥瘡発生予防の為、発生リスクを定期的に評価、厚生

労働省に提出し、その結果に基づき褥瘡ケア計画を作

成する等、計画的に褥瘡管理を実施した場合 

Ⅱ）  １３単位／月 

Ⅰ）に加えて施設入居時の評価の結果、褥瘡の認められ

た入居者の褥瘡が治癒した場合、又は褥瘡が発生するリ

スクがあるとされた入居者に褥瘡の発生がない場合 

協力医療機関連携加算 

５０単位／月 

協力医療機関と入居者の病歴等の情報共有を行う会議を

定期的に開催し、医療機関が以下の要件を満たす場合 

①急変時に医師又は看護職員が相談対応を行う体制の確保 

②高齢者施設からの求めに診療を行う体制の確保 

③入院が必要な入居者を原則受け入れる体制の確保 

   ５単位／月 上記以外の協力医療機関と連携している場合 

高齢者施設等感染対策 

向上加算 

Ⅰ）  １０単位／月 

新興感染症や一般的な感染症発生時に診療等を実施す

る第二種指定医療機関と連携し、地域の医師会等が定

期的に主催する感染対策に関する研修に参加した場合 

Ⅱ）   ５単位／月 
施設内で感染症が発生した場合の感染制御等の実地指

導を３年に１回以上受ける場合 

介護職員等処遇改善加算 １ヶ月の合計単位数の１４．０％／月 

介護職員の処遇計画を策定す

る等のキャリアパス、月額賃

金の改善、職場環境改善等の

要件を満たしている場合 

新興感染症等施設 

療養費 
２４０単位／日 

入居者が新興感染症に感染した場合に、適切な感染対

策を行い施設内で療養を行った場合 

生産性向上推進体制加算 

Ⅰ） １００単位／月 

見守り機器等のテクノロジーを複数導入し、Ⅱ）の要

件を満たした上で業務改善の取り組みによる成果を確

認し、その効果を示すデータを提出した場合 

Ⅱ）  １０単位／月 

見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入し、生産性向上

のための委員会を開催して、ガイドラインに基づいた改善活

動を継続的に行い、その効果を示すデータを提出した場合 

排せつ支援加算 

Ⅰ）  １０単位／月 

排せつに介護を要する入居者の要介護状態の軽減の見

込みについて定期的に評価し厚生労働省に提出すると

共に多職種が共同して支援計画を作成し実施した場合 

Ⅱ）  １５単位／月 

Ⅰ）に加えて施設入居時等と比較して排尿・排便の状

態の少なくとも一方が改善していずれにも悪化がない

又はオムツ使用ありからなしへ改善又は尿道カテーテ

ルが抜去された場合 

Ⅲ）  ２０単位／月 

Ⅰ）に加えて施設入居時等と比較して排尿・排便の状

態の少なくとも一方が改善していずれにも悪化がない

又は尿道カテーテルが抜去され、かつ、オムツ使用あ

りからなしへ改善した場合 



ＡＤＬ維持等加算 

Ⅰ）  ３０単位／月 

利用開始月とその翌月から起算して６月目に、バーセ

ルインデックスを測定し AＤＬ結果を厚生労働省に提

出した上で、ＡＤＬ利得の平均値が１以上である場合 

Ⅱ）  ６０単位／月 

利用開始月とその翌月から起算して６月目に、バーセ

ルインデックスを測定し AＤＬ結果を厚生労働省に提

出した上で、ＡＤＬ利得の平均値が３以上である場合 

自立支援促進加算 ３００単位／月 

医師が自立支援の為に医学的評価を定期的に行い、多

職種が共同して支援計画を策定し３ヶ月に１回見直し

を行うと共に医学的評価を厚生労働省に提出した場合 

サービス提供体制 

強化加算 

Ⅰ）  ２２単位／日 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 

８０％以上、または勤続年数１０年以上の介護福祉士

の割合が３５％以上 

Ⅱ）  １８単位／日 
介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 

６０％以上 

Ⅲ）   ６単位／日 

以下のいずれかに該当する場合 

・介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 

５０％以上 

・看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割

合が７５％以上 

・生活相談員・看護・介護職員の総数のうち、勤続年

数７年以上の者の占める割合が３０％以上 

療養食加算  ６単位／回 

医師の発行する食事せんに基づき、療養食（糖尿病食・

腎臓病食・肝臓病食・胃潰瘍食・貧血食・すい臓病食・

脂質異常症食等）を提供した場合（１日３回を限度） 

栄養マネジメント強化加算 １１単位／日 

栄養士を一定数配置し、低栄養状態のリスクが高い入

居者に対し栄養ケア計画に従い食事の観察を踏まえた

食事の調整等を実施している場合 

看取り介護加算（Ⅰ） 

Ⅰ）  ７２単位／日 死亡日３１～４５日 
医師から回復する見込みがな

いと判断され、入居者又は家族

等の同意の上で看取り介護を

行う場合 

Ⅱ）  １４４単位／日 死亡日４～３０日 

Ⅲ）  ６８０単位／日 死亡日前日・前々日 

Ⅳ）１，２８０単位／日 死亡日 

看取り介護加算（Ⅱ） 

Ⅰ）  ７２単位／日 死亡日３１～４５日 
医師との具体的な取り決めや

２４時間対応等の医療連携体

制を整備し、看護体制加算（Ⅱ）

を算定している場合 

Ⅱ）  １４４単位／日 死亡日４～３０日 

Ⅲ）  ７８０単位／日 死亡日前日・前々日 

Ⅳ）１，５８０単位／日 死亡日 

経口維持加算 

Ⅰ） ４００単位／月 

摂食機能障害があり、誤嚥が認められる入居者に対し

て医師等の指示に基づき食事の観察や会議を行う等特

別な管理を行った場合 

Ⅱ） １００単位／月 
協力歯科医療機関を定め、食事の観察及び会議等に医

師、歯科医師等が加わった場合 

経口移行加算 ２８単位／日 
経管栄養摂取者が経口摂取に移行する為に医師の指示

に基づく栄養管理を実施した場合 



再入所時栄養連携加算 ２００単位／回 

退院後の状態が施設入居時と比べ大きく異なる栄養管

理が必要となり、施設の管理栄養士が病院の管理栄養

士と連携し栄養ケア計画を策定した場合（１回を限度） 

口腔衛生管理加算 

Ⅰ）  ９０単位／月 
歯科医師等が介護職員に対し口腔ケアに係る技術的助

言や指導を行い、計画を作成した場合 

Ⅱ） １１０単位／月 

Ⅰ）に加えて口腔衛生の管理に係る情報を厚生労働省

に提出しフィードバックされた情報等を活用してサー

ビスの質の管理を行っている場合 

特別通院送迎加算 ５９４単位／月 
透析を要する入居者を１月に１２回以上通院のため送

迎を行った場合 

退所前訪問相談援助加算 ４６０単位／回 
退居を前提にした相談援助のため居宅を訪問し、相談

援助を行った場合（２回を限度） 

退所後訪問相談援助加算 ４６０単位／回 
退居後３０日以内に居宅を訪問し、入居者及び家族等

に対して相談援助を行った場合（１回を限度） 

退所時相談援助加算 ４００単位／回 
退居に必要な食事、入浴、家屋の改善等の具体的な相

談援助を行った場合（１回を限度） 

退所時情報提供加算 ２５０単位／回 
医療機関へ退所した際、心身の状況、生活歴等を示す

情報を医療機関へ提供した場合（１回を限度） 

退所時栄養情報連携加算 ７０単位／回 
退所先の医療機関等に対して特別食等を必要とする入居

者の栄養管理に関する情報を提供した場合（１回を限度） 

退所前連携加算 ５００単位／回 
退居後に利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対す

る情報提供や調整等を退所前に行った場合（１回を限度） 

在宅・入所相互利用加算 ４０単位／日 
複数の入居者が在宅期間及び３ヶ月を限度とする入居

期間を定めて、居室を計画的に利用した場合 

在宅復帰支援機能加算 １０単位／日 

入居者の退居後の在宅生活について、本人、家族の相

談支援や居宅介護支援事業者等との連携などの在宅復

帰支援を行った場合 

個別機能訓練加算 

Ⅰ）  １２単位／日 
専ら機能訓練に従事する常勤の看護師等を配置し、計

画に基づき機能訓練を計画的に実施している場合 

Ⅱ）  ２０単位／月 
Ⅰ）に加えて個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労

働省に提出し訓練実施の為に必要な情報を活用した場合 

Ⅲ）  ２０単位／月 

個別機能訓練加算Ⅱと口腔衛生管理加算Ⅱ及び栄養マネ

ジメント強化加算を算定し、理学療法士等が個別機能訓

練計画の内容等の情報を関係職種間で共有して、その情

報を踏まえて計画書の必要な見直し等を行った場合 

生活機能向上連携加算  

Ⅰ） １００単位／月 

外部の理学療法士等からの助言を受けることができる体

制を構築し、助言を受けた上で機能訓練指導員等が個別

機能訓練計画を作成等した場合（３ヶ月に１回を限度） 

Ⅱ） ２００単位／月 

個別機能訓練加算を算定して

いる場合は１００単位／月 

外部の理学療法士等が施設を訪問し、入居者の身体状

況等の評価を共同して行い、個別機能訓練計画を作成

して、計画的に機能訓練を実施した場合 

外泊時在宅サービス利用費用 ５６０単位／日 

施設の介護支援専門員が在宅サービス計画を作成し、

施設職員等により居宅サービスを提供した場合 

（１ヶ月６日間を限度） 

配置医師緊急時対応加算 
勤務時間外）３２５単位／回 配置医師が早朝（６時～８時）、夜間（１８時～２２時）、

深夜（２２時～６時）または配置医師の通常の勤務時早朝・夜間）６５０単位／回 



深夜）  １３００単位／回 間外に施設を訪問して診療を行った場合 

常勤医師配置加算 ２５単位／日 常勤の医師を１名以上配置している場合 

精神科医療養指導加算 ５単位／日 
精神科を担当する医師による療養指導が月２回以上行

われている場合 

障害者生活支援体制加算 

Ⅰ）  ２６単位／日 
一定の障害がある入居者に対して、障害者生活支援員

等が配置され、適切な生活の支援が行われている場合 

Ⅱ）  ４１単位／日 
一定の障害のある入居者が５０％以上、かつ、常勤専

従の障害者支援専門員を２名以上配置している場合 

若年性認知症入所者受入加算 １２０単位／日 
６５歳未満の若年性認知症入居者ごとに担当者を定

め、サービスを提供した場合  

認知症行動・心理症状

緊急対応加算 
２００単位／日 

認知症行動・心理症状（妄想や幻覚など）が認められ、

在宅生活が困難であると医師に判断された方が即日又

は翌日より利用された場合（７日間を限度） 

認知症専門ケア加算 

Ⅰ）   ３単位／日 
認知症介護にかかる専門的な研修を終了した者が一定

数以上配置されている場合 

Ⅱ）   ４単位／日 
認知症介護の指導に係る専門的な研修を終了した者を

１名以上配置させている場合 

認知症チームケア推

進加算 

Ⅰ） １５０単位／月 

①入居者の総数のうち認知症の者の占める割合が２分の１以上 

②認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護の指導

に係る専門的な研修を修了している者等を１名以上配置し、

かつ、複数人の介護職員から成るチームを組んでいる 

③個別の評価を計画的に行い、認知症の行動・心理症状の予防

等に資するチームケアを実施している 

④カンファレンスの開催、計画の作成、評価、見直し等を定期

的に行っている 

Ⅱ） １２０単位／月 

上記①③④に適合し、認知症の行動・心理症状の予防等に資す

る認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を１名以上

配置し、複数人の介護職員から成るチームを組んでいること 

 

 

 （２）介護保険給付対象外のサービス 

① 居住の提供に係る費用 

 通 常 

（第４段階） 

介護保険負担限度額認定証に記載されている所得段階 

第１段階 第２段階 第３段階 

通 常 ２，０６６円 ８８０円 ８８０円 １．３７０円 

特別室 

（居住費＋特別な室料）  
２．１９６円 ― ― ― 

※ 外泊及び入院期間において、居室を確保している場合には、居室の継続利用料

として居住費相当額をご負担いただきます。ただし、第１～３段階の方は福祉施

設外泊時費用算定時（月６日間）に負担限度額を、それ以降の期間は個室通常（２．

０６６円）、個室特別室（２．１９６円）の負担となります。なお、やむを得ない

事由のある場合には別途協議とさせていただきます。 

    

 

 

 



② 食事の提供に係る費用（食材料費及び調理費）  

 通 常 

（第４段階） 

介護保険負担限度額認定証に記載されている所得段階 

第１段階 第２段階 第３段階 

１日あたり １，５５０円 ３００円 ３９０円 
①  ６５０円 

②１，３６０円 

経管栄養者：①水分補給 １８０円 

    嚥下訓練食：①６０円（１品につき） 

    （経管栄養摂取者で嚥下訓練を行う方が該当します。経口移行加算の算定のある場 

合には、別途協議とさせていただきます。） 

出 前 食：メニューに応じて実費負担 

    晩   酌：おつまみ代 ５０円 

 

（３）その他の日常生活費用 

① 理美容費（外部業者の出張サービス：実費） 

② 事務管理費（預金通帳の保管、出納に係る費用：３,０００円／１ヶ月） 

③ 買物代行費（１回１００円） 

④ 個人使用の電化製品光熱費（要相談） 

⑤ 健康管理費（予防接種、その他必要に応じた健康管理に係る費用等の実費） 

⑥ 特別な食事に係る費用（実費） 

⑦ 入居者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを施設が提供す 

る場合（実費） 

⑧ 入居者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを施設が提供する 

場合（実費） 

 

 （４）その他の料金 

   ① その他の日常生活費用の他、入居者の都合により生じた支払いについては、金融

機関の振替又は振込等を利用された場合、その手数料をご負担いただきます。 

   ② 食事キャンセル料は、食事の提供に係る利用料金（１，５５０円）とさせていた

だきます。（前日午後５時までにキャンセルを申し出ていただいた場合には、キャ

ンセル料は発生しません。） 

   ③ 退居時、居室内の修繕に係る費用が発生した場合、必要に応じて修繕費をご負担

いただく場合があります。 

   ④ 上記（１）（２）（３）の①及び（３）の②に定めるものの他、当施設利用に要す 

る管理費その他入居者負担金については、本「重要事項説明書」及び「契約書別紙」 

に定めのないもの並びに「別途協議」の表示がないものすべてを「無料」とさせて 

いただきます。 

  

（５）基本料金の減免措置等 

   制度及び当事業所の方針による減免措置が受けられる場合があります。減免対象に 

ついては、契約時にご確認ください。 

 

（６）支払方法 

① 介護保険制度利用に係る料金、医療費及び日常生活費用等の支払い代行に係る料

金は、原則として指定の金融機関口座からの「口座自動引き落とし」とさせていた

だき、この支払いに係る手数料をご負担いただきます。 

② レクリエーション特別企画参加料金、食事キャンセル料等の不定期に発生する費 

用の支払方法については、原則、前項の指定の金融機関口座からの「口座自動引き

落とし」とさせていただきます。 

③ 介護保険制度利用に係る料金、医療費及び日常生活費用等の支払い代行に係る料



金は、お支払い確認後に領収書を発行いたします。 

 

４ 入退居の手続 

 措置による場合を除き、契約書で定めますので、契約時にご確認ください。 

 

５ 施設利用にあたっての留意事項 

 （１）面会 

   ① 原則として、午前８時３０分～午後６時３０分の間にお願いいたします。 

   ② 飲食物をお持ちの際は、必ず施設職員にお申し出ください。 

 

 （２）外出・外泊 

   ① 外出・外泊にあたっては、事前に連絡をお願いいたします。 

   ② 外出・外泊時に所定の届出書を提出していただきます。 

   ③ 体調がすぐれない場合等、外出・外泊を見合わせていただく場合があります。 

   ④ 届出内容が変更された場合には、速やかに必要な連絡をお願いいたします。連絡 

がない場合には、食事キャンセル料相当額（１，５５０円）をご負担いただきます。   

 

 （３）飲酒、喫煙 

   ① 飲酒は、所定の日にお願いいたします。 

   ② 喫煙は、所定の場所でお願いいたします。原則として、煙草、ライターは施設で 

管理させていただきます。 

 

 （４）所持品の取り扱い 

   ① 日常生活上使用する物品で危険な物（ナイフ等）、他の入居者に迷惑を及ぼす恐れ 

のある物（楽器等）の取り扱いについては、職員にご相談ください。 

   ② 所持品のすべてに名前をつけてください。 

   ③ 衣類の管理は施設で行いますが、ご家族には衣替えの時期等に衣類管理のご協力 

をお願いいたします。 

   ④ 持ち込みの家具類、テレビにつきましては、地震等に備えた安全対策を実施して

おります（壁への打ちつけは不可）。当施設で固定することも可能ですので、ご相

談下さい。その際に発生した費用は実費負担とさせていただきます。 

 

 （５）病院への入院 

   ① 入院・加療の必要が生じた場合で、特に申し出がない時は、原則として協力医療

機関に入院していただくことになります。 

   ② 協力医療機関以外の病院を利用することもできますので、事前にご相談ください。 

   ③ 入院に際しての手続き、支払い等はご家族の方にお願いいたします。 

   ④ 入院期間１ヶ月を目安に、医療機関での「治療計画」による退院見込みをお知ら

せください。概ね３ヶ月以内の退院が見込めない場合は、契約書に定める契約終了

の手続きをとらせていただきます。 

  

（６）宗教活動 

   他の入居者等の生活の妨げになる宗教活動はご遠慮ください。 

 

 （７）ペットの飼育 

   ご遠慮ください。 

  

 （８）その他 

   業務上必要な事項以外、職員との私的な関わり（メール・携帯電話への連絡等）につ

きましてはご遠慮ください。 



 

６ 非常災害対策 

（１）非常災害対策に備えた必要な設備 

     スプリンクラー    １基     屋内消火栓      ３基 

     緊急通報装置     １基 

 

（２）防災計画等 

防火管理者の防災計画に基づき、防災訓練（毎月）避難訓練（年３回）等の訓練を行

っています。 

 

７ 衛生管理 

 契約書に定めるとおりとします。 

 

８ 緊急時の対応 

 契約書に定めるとおりとします。 

 

９ 損害の賠償  

契約書に定めるとおりとします。 

 

１０ 事故発生の防止 

 事故発生の防止のための指針を整備し、事故発生防止のための委員会の開催等にて介護事

故発生の防止に努めます。 

 

１１ サービス内容に関する相談及び苦情処理 

 （１）当施設の相談及び苦情処理担当 

     担当者：特別養護老人ホーム佐倉白翠園ユニット型 生活相談員 

     電 話：０４３－４８６－８９４１  

 （２）佐倉市介護保険課            電話：０４３－４８４－６１７４ 

 （３）千葉県国民健康保険団体連合会介護保険課苦情処理係 

                        電話：０４３－２５４－７４２８ 

 （４）千葉県運営適正化委員会（福祉サービス利用者サポートセンター） 

                        電話：０４３－２４６－０２９４ 

 

１２ 当法人の概要 

 （１）名称・法人種別   社会福祉法人 誠友会 

 （２）代表者役職・氏名  理事長    竹内 淳 

 （３）定款の目的に定めた事業      １．特別養護老人ホーム設置運営 

                     ２．老人デイサービス事業 

                     ３．老人短期入所事業 

                     ４．老人介護支援センター事業 

                     ５．老人居宅介護等事業 

                     ６．保育所事業 

                     ７．一時預かり事業 

                     ８．病児保育事業  

 （４）施設・拠点等           介護老人福祉施設    ３ヶ所 

                     短期入所生活介護    ２ヶ所 

                     通所介護        ３ヶ所 

                     在宅介護支援センター  １ヶ所 

                     包括介護支援センター  １ヶ所 

                     （居宅介護支援事業者 ２ヶ所） 



 

１３ サービスの第三者評価の実施状況 

 実施していません。 

 

１４ その他 

 当重要事項の説明に関し、ご不明な点がありましたら、いつでもお問い合わせ下さい。 

 

 

令和   年   月   日 

  介護老人福祉施設の施設サービスの提供にあたり、入居者に対して契約書及び本書   

面に基づいて重要な事項を説明しました。 

 

  事業者 

所在地  佐倉市岩名１０１１番地 

名 称  特別養護老人ホーム佐倉白翠園ユニット型  印 

 

説明者  （職 種） 

          （氏 名）              印 

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から介護老人福祉施設サービスについての重要

事項の説明を受けました。 

 

入居者        （住 所）                         

 

           （氏 名）             印  

 

入居者に代わって契約を締結する者 （入居者との関係） 

 

（住 所） 

 

             （氏 名）             印   


